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【手続補正書】
【提出日】平成21年8月10日(2009.8.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　微結晶性セルロース、第二リン酸カルシウム、デンプングリコール酸ナトリウム 、ス
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テアリン酸マグネシウム及びこれらの混合物からなる群から選ばれる薬学的に許容可能な
添加剤をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の複合製剤。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１０】
　前記フィルム層がヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシプロ
ピルセルロース（ＨＰＣ）、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、酢酸フタル酸セル
ロース（ＣＡＰ）、エチルセルロース（ＥＣ）、メチルセルロース（ＭＣ）、ポリメタク
リル酸、ポリビニルアルコール－ポリエチレングリコールグラフト共重合体、ポリビニル
アルコール又はこれらの群から選ばれる水溶性物質からなることを特徴とする請求項９に
記載の方法。
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